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仙
北
市
選
挙
管
理
委
員
が再

任
さ
れ
ま
し
た

　

任
期
満
了
に
伴
う
仙
北
市
選
挙
管
理

委
員
の
選
挙
が
9
月
6
日
の
令
和
３
年

第
４
回
仙
北
市
議
会
定
例
会
で
行
わ
れ
、

４
人
の
方
が
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
12
月
１
日
の
仙
北
市
選
挙
管

理
委
員
会
で
、
委
員
長
、
委
員
長
職
務

代
理
者
が
次
の
と
お
り
決
ま
り
ま
し
た
。

▼
委
員
長
／
藤
原
儀
英（
田
沢
湖
）

▼
委
員
長
職
務
代
理
者
／
佐
藤
透（
西
木
）

仙
北
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

【
問
合
せ
】選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局�（
田
沢
湖
庁
舎
）�

☎（
43
）１
１
５
０

▼
委
員
／
戸
澤
幸
作（
角
館
）

▼
委
員
／
髙
橋
正
美（
角
館
）

仙
北
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
の

日
程
が
決
ま
り
ま
し
た

　
令
和
４
年
４
月
30
日
任
期
満
了
に
よ
る

「
仙
北
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
」の
日
程

が
、
４
月
10
日
㈰
に
告
示
、
４
月
17
日
㈰

に
投
開
票
と
決
ま
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
選
挙
か
ら
議
員
の
定
数

が
16
人
と
な
り
ま
す
。

　
仙
北
市
高
齢
者
共
同
生
活
支
援
事
業
の

利
用
申
請
を
追
加
で
受
け
付
け
ま
す
。

●�

事
業
の
目
的
／
家
庭
の
事
情
に
よ
り

養
護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
を
、
一

時
的
に
施
設
で
支
援
す
る
こ
と
に
よ

り
、
高
齢
者
と
そ
の
家
族
の
冬
期
間

の
生
活
の
安
定
を
図
り
ま
す
。

●�

利
用
対
象
者
／
仙
北
市
に
居
住
す
る
65

歳
以
上
の
高
齢
者
で
、
養
護
を
必
要
と

し
自
力
で
共
同
生
活
が
で
き
る
方

●�

利
用
定
員
／
３
室（
洋
室
２
、和
室
１
）

▼
洋
室･･･

２
人�

▼
和
室
1
人
ま
た
は

1
家
族
２
人
の
利
用
が
可
能

●�

利
用
期
間
／
2
月
か
ら
４
月
末
ま
で

の
3
か
月
間

冬
期
間
、
養
護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
を

一
時
的
に
支
援
し
ま
す

【
問
合
せ
】長
寿
支
援
課�（
角
館
庁
舎
）�

☎（
43
）２
２
８
１

●�

使
用
料
／
１
日
２
３
０
０
円(

食
費
含

む)

●�

利
用
施
設
／
社
会
福
祉
法
人
県
南
ふ

く
し
会�

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
清
流

苑
内（
西
木
町
桧
木
内
字
松
葉
２
３
２

番
地
）

●�

利
用
の
申
請
／
利
用
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、
申
請
書
な
ど
の
一
式
を
1
月

14
日
㈮
ま
で
長
寿
支
援
課
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※�

申
請
書
な
ど
は
長
寿
支
援
課
と
各
市
民
セ

ン
タ
ー
に
あ
り
ま
す
。

●�

そ
の
他
／
日
常
生
活
に
支
援
が
必
要

な
方
は
、
事
前
に
長
寿
支
援
課
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、
仙
北
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（https://w

w
w
.

city.sem
boku.akita.jp/new

s_topics/w
hatsnew

.
php?id=3105

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
様
式
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

な
ど
も
で
き
ま
す
。

　
市
内
産
業
の
振
興
を
促
進
す
る
た

め
、「
仙
北
市
過
疎
地
域
の
持
続
的
発

展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の

適
用
に
伴
う
固
定
資
産
税
の
課
税
免

除
に
関
す
る
条
例
」に
も
と
づ
き
、

一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
、
3

年
間
固
定
資
産
税
の
課
税
免
除
の
適

用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●�

対
象
業
種
／

▼
製
造
業�

▼
農
林
水
産
物
等
販
売
業�

▼
旅
館
業（
下
宿
業
を
除
く
）�

▼�
情
報
サ
ー
ビ
ス
業
等（
情
報
サ
ー

ビ
ス
業
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
付
随

サ
ー
ビ
ス
業
、
通
信
販
売
、
市
場

調
査
な
ど
）

●�

課
税
免
除
の
対
象
資
産

▼�

家
屋（
直
接
事
業
の
用
に
供
す
る

部
分
）

▼�

償
却
資
産（
直
接
事
業
の
用
に
供

す
る
機
械
・
装
置
な
ど
）

▼�

土
地（
直
接
事
業
の
用
に
供
す
る

建
物
を
建
て
る
た
め
に
取
得
し
た

土
地
で
、
取
得
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
１
年
以
内
に
建
設
の
着
手

を
し
た
場
合
に
限
る
）

過
疎
法
の
適
用
に
伴
う
固
定
資
産
税
の
課
税
免
除
の
お
知
ら
せ

【
問
合
せ
】企
画
政
策
課�（
田
沢
湖
庁
舎
）�

☎（
43
）１
１
１
２

●
課
税
免
除
の
適
用
要
件

▼�

青
色
申
告
を
行
う
法
人
ま
た
は
個

人
で
あ
る
こ
と
。

▼�

令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
６

年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
取
得
等

を
し
た
設
備
で
あ
る
こ
と
。

※�

取
得
等
と
は
、
取
得
や
製
作
、
建
設
を

い
い
、
建
物
と
そ
の
附
属
設
備
に
あ
っ

て
は
改
修（
増
築
、
改
築
、
修
繕
ま
た

は
模
様
替
を
い
う
）の
た
め
の
工
事
に

よ
る
取
得
ま
た
は
建
設
を
含
む
。
た
だ

し
、
資
本
金
の
額
な
ど
が
５
０
０
０
万

円
を
超
え
る
法
人
が
行
う
も
の
に
あ
っ

て
は
新
設
ま
た
は
増
設
に
限
る
。

※�

令
和
３
年
１
月
1
日
か
ら
３
月
31
日

ま
で
に
取
得
し
た
設
備
に
つ
い
て
は

旧
条
例
で
の
適
用
と
な
り
ま
す
。

▼�

直
接
事
業
の
用
に
供
す
る
対
象
資

産
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
下
記

の
基
準
額
を
超
え
て
い
る
こ
と
。

●�

課
税
免
除
期
間
／
新
た
に
固
定
資

産
税
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

年
度
以
降
3
か
年
度

●�
申
請
手
続
き
／
毎
年
１
月
31
日
ま

で
に
、
企
画
政
策
課
へ
申
請
書
類

な
ど
を
提
出

対象業種
資本金規模

5,000万円以下 5,000万円超１億円以下 １億円超

▼製造業

▼旅館業 取得価額の合計が
500万円以上の取得等（建
物の改修などを含む）

取得価額の合計が1,000万
円以上の新設または増設

取得価額の合計が2,000万
円以上の新設または増設

▼農林水産物等販売業

▼情報サービス業等
取得価額の合計が500万円以上の新設または増設

●�対象資産の取得価額の合計の基準額

高
齢
者
の
事
故
に
注
意
！

　
年
末
年
始
は
家
族
の
帰
省
な
ど
も
あ
り
、
高
齢
の
方
が
い

つ
も
と
違
う
行
動
を
と
っ
て
し
ま
う
時
期
で
す
。
年
末
年
始

な
ど
冬
の
こ
の
時
期
に
起
こ
り
や
す
い
高
齢
者
の
事
故
防

止
の
た
め
、
消
費
者
庁
が
ま
と
め
た
ポ
イ
ン
ト
を
ご
紹
介
し

ま
す
。

も
ち
に
よ
る
窒
息

　
死
亡
事
故
の
４
割
が
１
月
に
、
２
割

が
正
月
三
が
日
に
発
生
！

●
事
故
を
防
ぐ
た
め
の
ポ
イ
ン
ト

▼�

も
ち
は
小
さ
く
切
り
、
食
べ
や
す
い
大
き
さ
に
し
て
く
だ

さ
い
。

▼�

お
茶
や
汁
物
な
ど
を
飲
み
、
の
ど
を
う
る
お
し
て
か
ら
食

べ
ま
し
ょ
う（
た
だ
し
、
よ
く
か
ま
な
い
う
ち
に
流
し
込

む
の
は
危
険
で
す
）。

▼�

一
口
の
量
は
無
理
な
く
食
べ
ら
れ
る
量
に
し
ま
し
ょ
う
。

▼�

ゆ
っ
く
り
と
よ
く
か
ん
で
か
ら
飲
み
込
む
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

入
浴
中
の
で
き
水

　
自
宅
の
浴
槽
内
で
の
死
者
数
は
交
通
事
故
の
約
２
倍
！

●
事
故
を
防
ぐ
た
め
の
ポ
イ
ン
ト

▼�

入
浴
前
に
脱
衣
所
や
浴
室
を
暖
め
ま
し
ょ
う
。

▼�

湯
温
は
41
度
以
下
、
湯
に
つ
か
る
時
間
は
10
分
ま
で
を
目

安
に
し
ま
し
ょ
う
。

▼�

浴
槽
か
ら
急
に
立
ち
上
が
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

▼�

食
後
す
ぐ
の
入
浴
や
、
飲
酒
後
の
入
浴
は
避
け
ま
し
ょ
う
。

▼�

湯
温
や
部
屋
間
の
温
度
差
、
入
浴
時
間
な
ど
、
普
段
意
識

し
に
く
い
部
分
に
つ
い
て
、
温
度
計
や
タ
イ
マ
ー
を
活
用

し
て
見
え
る
化
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

年
末
年
始
を
安
全
に
過
ご
す
た
め
に

【
問
合
せ
】消
費
生
活
セ
ン
タ
ー�（
角
館
庁
舎
）�

☎（
43
）３
３
１
３

17 の目標から今回紹介するのは…

vol.17
最終回

みんなみんなでで取り組む取り組む

SDGsSDGs
エスディージーズエスディージーズ

　あたり前の暮らしをこの先もずっと続けるために、私たち一人ひ　あたり前の暮らしをこの先もずっと続けるために、私たち一人ひ
とりが考え、行動に移すことが大切です。SDGsは、“誰一人取り残とりが考え、行動に移すことが大切です。SDGsは、“誰一人取り残
さない ”社会を実現する世界共通目標です。さない ”社会を実現する世界共通目標です。
　全部で17個あるSDGsの目標のうち、今号は「目標17」をご紹　全部で17個あるSDGsの目標のうち、今号は「目標17」をご紹
介します。介します。

これ！

SDGs 目標17 　パートナーシップで目標を達成しようパートナーシップで目標を達成しよう 私たちにできること私たちにできること

地域の未来のために、私たちができることはなんだろう？地域の未来のために、私たちができることはなんだろう？

仙北市地方創生・総合戦略室　☎43-3315問

▶��数年先のよりよい未来を想像する。
▶��よりよい未来のために、自分がで
きることを実践する。

▶��家族や友だち、地域のみんなと一
緒に考え、行動する。

　SDGsのスローガンは「誰一人取り残さない」ですが、逆の見方をすれば「す
べての人々が取り組むべき目標」であると言えます。

　一人ひとりの小さな行動は、「パートナーシップ」によって
世界中の大きな動きになり、持続可能な社会をつくります。
　大切なことは、SDGsに関する情報を積極的にキャッチし、
社会全体の動きを知ったうえで、私たち一人ひとりが正しい
選択・行動をすることです。

�問題になっていること
▶ �SDGsに関心がないこと
▶��目標達成に向けた取組、行動をしないこと

みんなで一緒に取り組みましょう！
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